
 

 

呉市ブロック塀等安全確保事業（令和６年度） 

 

本事業は，安全性が確認できないブロック塀等の除却又は建替に要する費用の一部を助成す

ることにより，地震の際にブロック塀等の倒壊による被害の防止や避難のための経路を確保す

ることを目的としています。 

 

1 対象となるブロック塀等 

  次の全ての要件を満たしたものが対象となります。 

(1) 避難経路等（緊急輸送道路※1 及び通学路※2）に面するもの 
※1 広島県緊急輸送道路ネットワーク計画により設定されている路線 
※2 呉市内の小学校及び中学校が指定した路線（通学路のうち，各学校の指定する主要な 

路線） 

(2) 道路からの高さが 1.0m以上のもの（擁壁の上に設置されている場合は，塀の高さが 0.6m

以上のものに限る） 

 (3) 『既存ブロック塀等点検チェックリスト』※3 等により，安全性が確認できないもの 

 (4) 建築基準法の規定に違反していないもの 

 (5) 民間が所有しているもの（法人その他団体が所有するものを除く） 
 

※3『既存ブロック塀等点検チェックリスト』 

１ 補強コンクリートブロック造 

点検項目 点  検  内  容 適合 不適合 

塀の高さ 2.2ｍ以下である。   

塀の厚さ 
高さ 2ｍを超える場合，15㎝以上である。   

高さ 2ｍ以下の場合，10㎝以上である。   

控え壁（塀の高さが

1.2ｍを超える場合） 

塀の長さ 3.4ｍ以内ごとに，塀の高さの 1/5

以上突出した控え壁がある。 
  

基礎 基礎がある。   

健全性 傾き，ひび割れがなく，健全である。   

鉄筋 塀に鉄筋が入っている。   

その他    

２ 組積造 

点検項目 点  検  内  容 適合 不適合 

塀の高さ 1.2ｍ以下である。   

塀の厚さ 頂部までの垂直距離が 1/10以上である。   

控え壁（塀の高さが

1.2ｍを超える場合） 

塀の長さ 4ｍ以内ごとに，塀の高さの 1/5 以

上突出した控え壁がある。 
  

基礎 基礎がある。   

健全性 傾き，ひび割れがなく，健全である。   

その他    



 

 

2 補助対象者（以下「申請者」といいます。） 

次の要件に該当する方であれば，呉市外に居住の方でも補助金の交付を受けることができ

ます。 

 (1) ブロック塀等の所有者又は管理者（築造されている土地又は建物の所有者等） 

 (2) 市税の滞納がない方 

 

3 補助金額 

  ブロック塀等の除却等に要する事業費※４の２／３（上限１５万円（消費税を含む。） 

   ※４ 1,2のうち金額が低い方 

1 工事施工業者の見積金額 

2-1対象となるブロック塀等の長さに 9,000円/ｍを乗じたもの（除却工事） 

2-2対象となるブロック塀等の長さに 36,000円/ｍを乗じたもの（建替工事） 

  【算定例】 

（例１）３０ｍのブロックの除却で見積額が３０万円の場合 

  1)見積金額３０万円×２／３＝２０万円  

  2)３０ｍ×9,000 円×２／３＝１８万円  

（例２）２０ｍのブロックの建替で見積額が４５万円の場合 

1） 見積金額４５万円×２／３＝３０万円 

2） ２０ｍ×36,000円×２／３＝４８万円 

（例３）２２ｍのブロックの除却で見積額が２２万円の場合 

  1）見積額２２万円×２／３＝１４.６７ 切り捨てのため１４万円 

  2）２２ｍ×9,000 円×２／３＝１３.２ 切り捨てのため１３万円 

金額の低い１３万円が補助金額 

4 補助金交付申請期限 

令和６年９月３０日（月）まで 

※ 申請前に必ず事前相談を行ってください。 

※ 予算額に達した場合は，申請期限前に受付を終了させていただくこととなります

ので，御了承ください。 

 

5 事業完了期限 

令和７年２月末まで 

 

6 申請書提出先・問合せ先 

呉市都市部建築指導課（本庁舎５階）  連絡先 ℡0823-25-3513 

 

7 注意事項 

 (1) 補助金交付申請前に工事に着手された場合には，この補助金を交付することはできませ

ん。 

 (2) 同一敷地内において，公共工事等の補償等の対象になっている除却に関する事業又は，

呉市危険建物除却促進事業等の除却に関する補助金制度を利用している場合は，本事業を

活用できません。 

 (3) 本事業においては，関係法令の規定に則して工事を行ってください。 

 (4) 呉市役所では，解体業者等のあっせんは行っていません。業者選定でお困りの場合には，

呉建設工業協同組合（℡0823-23-6951）にお問合せください。 

上限額の１５万円が補助金額 

上限額の１５万円が補助金額 



 

 

8 手続きの流れ 

手続き 内 容 

①  事前相談 

補助対象のブロック塀等に該当するかどうかの確認，申請の手続き

の事前相談を行います。必要な書類を持参してください。 

□位置図（付近見取図） 

□ブロック塀等の高さや厚さが分かる写真や図面 

□点検チェックリスト等（各自で点検されたもの） 

②補助金交付申請 

交付申請に必要な書類を提出してください。 

□補助金交付申請書（別記様式第 1 号） 

□補助金交付申請額の算定内訳表（別記様式第 2 号） 

□既存ブロック塀等点検チェックリスト（別記様式第 3 号）等 

□公図の写し〔法務局〕 

□土地又は建物の登記事項証明書（原本）〔法務局〕 

□付近見取図及び配置図 

□立面図，断面図 

□現況写真（全景，形状，点検で不適合となった内容が分かる写真） 

□見積書の写し 

□消費税仕入税額控除確認書（別記様式第 4 号） 

□戸籍謄本等（申請者が所有者の相続人の場合） 

□共有者の同意書（共有者がある場合） 

□委任状（手続きを第三者に委任する場合） 

□軽量フェンス等の配置図，立面図，断面図，基礎伏図その他形状

を示すのに必要な図書（新設工事の場合に限る。） 

③補助金交付決定 呉市から補助金の交付決定の可否について，書面で通知されます。 

④工事契約 交付決定通知日以降に契約しください。 

⑤着手届提出 

着手届を提出し，工事に着手してください。 

□着手届（別記様式第 13 号） 

□工事請負契約書の写し又は注文書及び注文請書の写し 

⑥完了実績報告 

工事完了後，必要な書類を提出してください。 

□完了実績報告書（別記様式第 14 号） 

□着手前，工事中及び完了時（除却工事の場合は除却直後）の写真 

□請求書の写し及び領収証 

⑦補助金額確定 呉市から補助金の交付額の確定について，書面で通知されます。 

⑧補助金交付請求 
請求書を提出してください。 

□補助金交付請求書（別記様式第 16 号） 

⑨補助金交付 呉市より指定の口座に補助金が振り込まれます。 

 


